
JP 2013-240436 A 2013.12.5

10

(57)【要約】
【課題】湾曲部が最大湾曲状態に近づくにつれて湾曲操
作装置を操作する手指にかかる負荷が増大することのな
い操作性に優れた内視鏡を提供する。
【解決手段】内視鏡１０は、先端構成部材２４を備える
先端部１４及び湾曲部１５を備える挿入部１１と、挿入
部１１内に挿通配置されるチャンネルチューブ４９と、
チャンネルチューブ４９が固定されるチャンネル先端部
材４０と、湾曲部１５を湾曲させる湾曲操作装置１７を
備える操作部１２とを具備し、チャンネル先端部材４０
の先端面から離間して設けられた凸部４２と、先端構成
部材２４に設けられた大径孔３３及び小径孔３４を有し
する処置具挿通チャンネル用貫通孔３２と、水密を保持
するＯリング４８と、大径孔３３に固定される、凸部４
２が摺動自在に配置される内部空間５１及び内部空間５
１と外部とを連通し基端管部４３が摺動自在に配置され
る保持孔５２を備える規制部材５０と、を具備する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬質部材で構成した先端構成部材を先端に備える先端部、および、該先端部に連設され
、複数の方向に湾曲するように構成された湾曲部を備える挿入部と、
　前記挿入部内に挿通配置される、処置具挿通チャンネルを構成する、チャンネルチュー
ブと、
　前記チャンネルチューブの一端側が水密に固定される前記処置具挿通チャンネルを構成
するチャンネル先端部材と、
　前記挿入部の基端側に連設する、前記湾曲部を湾曲動作させる際に操作される湾曲操作
装置を備える操作部と、を具備する内視鏡において、
　前記チャンネル先端部材の先端面から予め離間した位置に設けられた、該チャンネル先
端部材の外周面から突出した凸部と、
　前記先端構成部材に設けられた、前記凸部が長手軸方向に摺動自在に配置される第１孔
、および、該凸部より先端面側を構成する前記チャンネル先端部材の先端管部が該長手軸
方向に摺動自在に配置される第２孔を有して構成された段付き孔と、
　前記第２孔と該第２孔に摺動自在に配置された前記先端管部との間の水密を保持する環
状の水密保持部材と、
　前記第１孔に取り付け固定される、前記凸部が長手軸方向に摺動自在に配置される内部
空間、および、該内部空間と外部とを連通する、該凸部より基端面側を構成する前記チャ
ンネル先端部材の基端管部が該長手軸方向に摺動自在に配置される貫通孔を備える規制部
材と、
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記チャンネル先端部材の凸部の先端側端面が前記第１孔と前記第２孔の段差面に当接
した状態において、該チャンネル先端部材の先端面は、前記第２孔内に配置されることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記水密保持部材が、前記第２孔の内周面に形成された周溝内に配置されることを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記チャンネル先端部材の凸部の基端側端面が前記規制部材の当接面に当接した状態に
おいて、該チャンネル先端部材の先端面は、前記第２孔に形成された周溝よりも先端側の
該第２孔内に配置されることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記水密保持部材が、前記チャンネル先端部材の先端面側に形成された周溝内に配置さ
れることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記チャンネル先端部材の凸部の基端側端面が前記規制部材の当接面に当接した状態に
おいて、前記水密保持部材は、前記第２孔内に配置されることを特徴とする請求項５に記
載の内視鏡。
【請求項７】
　前記チャンネル先端部材は、前記段付き孔に対して回動自在であることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、湾曲部を有する挿入部内に処置具挿通チャンネルを有する内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、体内に細長な挿入部を挿入して各種検査、或いは各種治療手技を行うために
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内視鏡が用いられている。内視鏡においては、挿入部の先端部に内蔵された観察光学系を
観察部位に向けて観察を行えるようにするため、或いは体内深部への挿入を容易に行える
ようにするため、挿入部に湾曲部を備えたものがある。
【０００３】
　湾曲部は、例えば、複数の湾曲駒を回動自在に連設して上下の二方向、或いは上下左右
の四方向に湾曲するように構成されている。湾曲部は、例えば操作部に設けられた湾曲操
作装置である回転ノブを操作して所望の湾曲ワイヤーを牽引することによって、湾曲する
構成になっている。一般的に、回転ノブは、操作部を把持する術者の手指によって回動操
作される。
【０００４】
　また、挿入部内には、穿刺針、把持鉗子等の処置具を体内に導入するための処置具挿通
チャンネルを構成するチャンネルチューブが挿通配置されている。チャンネルチューブは
、可撓性を有する例えばテフロン（登録商標）製である。
【０００５】
　処置具挿通チャンネルを有する内視鏡では、操作部に該チャンネルの入口となる処置具
挿入口が設けられ、挿入部を構成する先端部には該チャンネルの出口となる先端開口が設
けられている。この構成によれば、処置具は、処置具挿入口から挿入され、チャンネルチ
ューブ内を通過して、先端開口から体内に導出される。
【０００６】
　そして、挿入部内にはチャンネルチューブの他に、撮像装置に接続された電気ケーブル
、照明窓近傍に先端面を配設したライトガイドファイバー束、送気用チューブ、送水用チ
ューブ等の内視鏡内蔵物が挿通されている。
【０００７】
　例えば、特許文献１（以下、文献１と記載する）には処置具挿通チャンネルを備えた内
視鏡が示されている。文献１において、処置具挿通チャンネルを構成するチャンネルチュ
ーブは、該チャンネルを構成するチャンネル先端部材に固定されている。そして、チャン
ネル先端部材は、内視鏡の先端部を構成する先端構成部材に形成された貫通孔内に抜止ネ
ジによって定位置に固定されている。
【０００８】
　文献１において、貫通孔は、先端構成部材の中心軸に対して位置ずれした外周面側に形
成されている。この結果、チャンネルチューブは、図中の挿入部外周面下側に沿って配置
される。　
　なお、一般に、チャンネルチューブは、内視鏡内蔵物の中で最も大径である。また、チ
ャンネルチューブは、チューブ内に挿通される把持鉗子等によって内表面が傷けられて破
損することを防止するための強度を確保する目的で可撓性を低め、即ち、該チューブを硬
めに設定する傾向にある。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平０５－１５４１０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、最も大径であるチャンネルチューブの可撓性が低めに設定されるにした
がって、湾曲部を湾曲させるために大きな力量が必要になる。また、文献１に示すように
チャンネルチューブが挿入部外周面下側に沿って配置された構成においては、図１の実線
で示す直線状態の湾曲部１をチャンネルチューブ２が配置されている図中下側に湾曲させ
た際、チャンネルチューブ２には矢印Ｙ１Ａに示すように該チューブ２をチューブ連結口
金７に押し付ける方向の力である圧縮力が働く。この結果、該チューブ２からは、圧縮力
に対応する反力が発生する。一方、この逆に、湾曲部１を図中上側に湾曲させた際にはチ
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ャンネルチューブ２には矢印Ｙ１Ｂに示すように該チューブ２をチューブ連結口金７から
引き抜く方向の力である引張力が働く。この結果、該チューブ２からは引張力に対応する
反力が発生する。そして、反力は、湾曲部１が湾曲されるにしたがって、言い換えれば、
湾曲部１が実線で示す最大湾曲状態に近づくにつれてチャンネルチューブ２から発生する
反力が大きくなる。これは、湾曲部１を湾曲させる際、湾曲部１を構成する湾曲駒３を連
設して構成された湾曲部組４が、実線で示す直線状態から実線に示す最大湾曲状態に到達
するまでの間で、矢印Ｙ１Ｃに示す第１湾曲状態、矢印Ｙ１Ｄに示す第２湾曲状態、矢印
Ｙ１Ｅに示す第３湾曲状態のように連結管５側から湾曲して最後に先端構成部材６側が湾
曲されるためである。つまり、湾曲状態が直線状態から第２湾曲状態に変化させる過程に
おける反力の影響は軽微であるのに対し、湾曲状態が第２湾曲状態から第３湾曲状態に変
化させる過程において反力の影響を徐々に受け、第３湾曲状態から最大湾曲状態に変化さ
せる過程においては反力が急激に増大して、例えば回転ノブを操作する術者の手指にかか
る負担が増大する。
【００１１】
　なお、連結管５は、湾曲部組４の最基端を構成する基端湾曲駒３ｅと可撓管部（不図示
）とを連結する。符号３ｆは先端湾曲駒であって、湾曲部組４の最先端を構成する。符号
７はチューブ連結口金であって、先端構成部材６に形成された処置具挿通チャンネル用貫
通孔に固設されている。そして、先端構成部材６の基端面から突出したチューブ連結口金
７にはチャンネルチューブ２の先端部が一体固定されている。
【００１２】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、術者が湾曲操作装置を操作して湾曲部
を湾曲させる際、湾曲部が最大湾曲状態に近づくにつれて湾曲操作装置を操作する術者の
手指にかかる負荷が増大することのない操作性に優れた内視鏡を提供することを目的にし
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様の内視鏡は、硬質部材で構成した先端構成部材を先端に備える先端部、
および、該先端部に連設され、複数の方向に湾曲するように構成された湾曲部を備える挿
入部と、前記挿入部内に挿通配置される、処置具挿通チャンネルを構成する、チャンネル
チューブと、前記チャンネルチューブの一端側が水密に固定される前記処置具挿通チャン
ネルを構成するチャンネル先端部材と、前記挿入部の基端側に連設する、前記湾曲部を湾
曲動作させる際に操作される湾曲操作装置を備える操作部と、を具備する内視鏡において
、前記チャンネル先端部材の先端面から予め離間した位置に設けられた、該チャンネル先
端部材の外周面から突出した凸部と、前記先端構成部材に設けられた、前記凸部が長手軸
方向に摺動自在に配置される第１孔、および、該凸部より先端面側を構成する前記チャン
ネル先端部材の先端管部が該長手軸方向に摺動自在に配置される第２孔を有して構成され
た段付き孔と、前記第２孔と該第２孔に摺動自在に配置された前記先端管部との間の水密
を保持する環状の水密保持部材と、前記第１孔に取り付け固定される、前記凸部が長手軸
方向に摺動自在に配置される内部空間、および、該内部空間と外部とを連通する、該凸部
より基端面側を構成する前記チャンネル先端部材の基端管部が該長手軸方向に摺動自在に
配置される貫通孔を備える規制部材と、を具備している。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、術者が湾曲操作装置を操作して湾曲部を湾曲させる際、湾曲部が最大
湾曲状態に近づくにつれて湾曲操作装置を操作する術者の手指にかかる負荷が増大するこ
とを防止した操作性に優れた内視鏡を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】湾曲部の湾曲状態とチャンネルチューブとの関係を説明する模式図
【図２】本発明の一実施形態に係り、湾曲自在な湾曲部と、湾曲部を湾曲させる湾曲操作
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装置とを備える内視鏡を説明する図
【図３】内視鏡の挿入部内に設けられた処置具挿通チャンネルを構成するチャンネルチュ
ーブの挿入部の先端部を構成する先端構成部材への取付構造を説明する図
【図４】湾曲部の湾曲状態とチャンネルチューブ及びチャンネル先端部材との関係を説明
する模式図
【図５】取付構造の作用を説明する図
【図６】複数の弾性部材を近接させて小径孔内に配置した構成例を説明する図
【図７】複数の弾性部材を離間させて小径孔内に配置した構成例を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　図２－図５を参照して本発明の一実施形態を説明する。　
　図２に示すように内視鏡１０は、挿入部１１と、操作部１２と、ユニバーサルケーブル
１３とを有している。挿入部１１は、観察対象部位へ挿入される細長な長尺部材である。
挿入部１１は、先端部１４と、湾曲部１５と、可撓管部１６とを連設して構成されている
。
【００１７】
　先端部１４にはライトガイドファイバー束（不図示）を備える照明光学系及び撮像装置
を備える観察光学系が内蔵されている。湾曲部１５は、上下の二方向、或いは上下左右の
四方向に湾曲自在に構成されている。可撓管部１６は、長尺で可撓性を有する管状部材で
ある。
【００１８】
　操作部１２には、湾曲操作装置１７、各種スイッチ２１、送気送水ボタン２２、吸引ボ
タン２３等が設けられている。湾曲操作装置１７は、上下用ノブ１８と、左右用ノブ１９
等とを有して構成されている。各種スイッチ２１は、例えば、レリーズスイッチ、フリー
ズスイッチ、及び、通常光観察と特殊光観察との切替を行うための観察モード切替スイッ
チ等である。なお、符号３１は処置具挿入口である。　
　ユニバーサルケーブル１３は、操作部１２の側部より延出している。ユニバーサルケー
ブル１３の端部には図示しない内視鏡コネクタが設けられている。
【００１９】
　図３に示すように先端部１４は、硬質部材である先端構成部材２４を備えて構成されて
いる。先端構成部材２４の先端側には、先端カバー２５が固設されている。符号２５ｈは
、カバー貫通孔であり、後述する処置具挿通チャンネル３０を構成する。
【００２０】
　先端構成部材２４の基端側には、湾曲部１５を構成する先端湾曲駒１５ｆが固定されて
いる。符号１５ａは、湾曲駒であり、先端湾曲駒１５ｆにピン１５ｐによって回動自在に
軸支されている。符号１５ｗは湾曲ワイヤーであり、上下左右の湾曲方向に対応して設け
られている。符号１５ｓは湾曲ワイヤー固定部であり、湾曲駒１５ｆ、１５ａ等の上下左
右に対応する位置に設けられている。符号１５ｇは湾曲ゴムであり、複数の湾曲駒１５ｆ
、１５ａ、…を連設して構成された湾曲部組を被覆する。
【００２１】
　先端構成部材２４は、ステンレス鋼等の金属製、或いは、硬質な樹脂製、或いは、セラ
ミック製である。先端構成部材２４には、予め定めた位置に長手軸に平行な、観察光学系
用貫通孔（不図示）、照明光学系用貫通孔（不図示）、送水チャンネル貫通孔（不図示）
、送気チャンネル貫通孔（不図示）、処置具挿通チャンネル用貫通孔３２等、が形成され
ている。
【００２２】
　処置具挿通チャンネル用貫通孔３２は、段付き孔であり、大径孔３３と小径孔３４とを
有して構成されている。大径孔３３は、第１孔であって処置具挿通チャンネル用貫通孔３
２の基端側を構成する。小径孔３４は、第２孔であって処置具挿通チャンネル用貫通孔３
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２の先端側を構成する。処置具挿通チャンネル用貫通孔３２には、処置具挿通チャンネル
を構成するチャンネル先端部材４０が摺動自在に配置される。　
　なお、小径孔３４の長さ寸法は、予め定めた寸法に設定されている。
【００２３】
　チャンネル先端部材４０は、軸方向貫通孔である先端部材貫通孔４０ｈを有するパイプ
部材である。チャンネル先端部材４０は、先端側から順に、先端管部４１、凸部４２、基
端管部４３を備えて構成されている。　
　先端管部４１は、小径孔３４に摺動自在に配置されるように小径孔３４の直径より予め
小径である。
【００２４】
　符号３４ｇは周溝であり、小径孔３４の内周面の所定位置に形成されている。周溝３４
ｇには、水密保持部材である例えばＯリング４８が配置される。Ｏリング４８は、先端管
部４１の外周面に密着して、外周面と小径孔３４の内周面との間の水密を確保するととも
に、チャンネル先端部材４０を押圧保持する。なお、Ｏリング４８の押圧力は、予め定め
た力量に設定されている。
【００２５】
　本実施形態において、先端管部４１の外径と、基端管部４３の外径とは例えば同径であ
る。言い換えれば、先端管部４１の外径と、基端管部４３の外径とは異なる寸法であって
もよい。
【００２６】
　凸部４２は、周状突起であって、軸方向に予め定めた幅寸法で、先端管部４１の外周面
、及び基端管部４３の外周面から予め定めた高さ突出している。凸部４２の先端側端面４
２ａは、チャンネル先端部材４０の先端面４０ｆから予め定めた距離、離間した位置に設
けられている。具体的に、チャンネル先端部材４０の先端面４０ｆから凸部４２の先端側
端面４２ａまでの距離は、小径孔３４の長さ寸法と、カバー貫通孔２５ｈの長さ寸法を合
わせた長さより短く設定されている。
【００２７】
　一方、大径孔３３には、規制部材５０が例えば螺合によって取付固定されるようになっ
ている。本実施形態において、大径孔３３には雌ねじ３３ｆが形成され、規制部材５０に
は雄ねじ５０ｍが形成されている。
【００２８】
　規制部材５０は、筒状部材であって、内部空間５１と、該空間５１と外部とを連通する
軸方向貫通孔である保持孔５２を有して構成されている。　
　内部空間５１は、凸部４２が長手軸方向に摺動自在に配置される穴である。内部空間５
１の開口５１ａから底面５１ｂまでの深さは、凸部４２の移動距離を踏まえて予め定めた
寸法に設定されている。保持孔５２の径寸法は、基端管部４３の外径寸法より大径で、凸
部４２の外径寸法よりは小径である。底面５１ｂは、凸部４２の後述する基端側端面（符
号４２ｂ参照）が当接する当接面である。
【００２９】
　本実施形態において、チャンネル先端部材４０の基端管部４３は、先端構成部材２４の
大径孔３３に螺合固定された規制部材５０の保持孔５２から突出している。突出した基端
管部４３の基端側には処置具挿通チャンネル３０を構成するチャンネルチューブ４９の先
端部が外嵌固定される。符号４４は、抜け止め部であり、基端管部４３の基端側を形成す
る。抜け止め部４４は、チャンネルチューブ４９の脱落を防止するチューブ脱落防止部で
あり、例えば保持孔５２から突出させた後に加工される。
【００３０】
　これらの構成によれば、チャンネル先端部材４０は、規制部材５０と一体な先端構成部
材２４に対して摺動自在である。そして、凸部４２の先端側端面４２ａが、大径孔３３と
小径孔３４との段差面３３ｂに当接することによって、チャンネル先端部材４０の先端方
向への移動が規制される。この規制状態において、先端面４０ｆは、小径孔３４か貫通孔
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２５ｈ内に位置する。
【００３１】
　一方、凸部４２の基端側端面４２ｂが底面５１ｂに当接することによって、チャンネル
先端部材４０の基端方向への移動が規制される。この規制状態において、先端面４０ｆは
、Ｏリング４８より先端側の小径孔３４内に位置する。また、基端面４０ｅは、先端湾曲
駒１５ｆ内に位置する（図５参照）。
【００３２】
　なお、凸部４２は、段差面３３ｂおよび底面５１ｂのいずれにも向かって移動するよう
に規制部材５０の内部空間５１内に配置されている。そして、凸部４２の先端側端面４２
ａから段差面３３ｂまでの距離、及び凸部４２の基端側端面４２ｂから底面５１ｂまでの
距離は、チャンネルチューブ４９の種類、内視鏡の用途によって適宜設定される。
【００３３】
　また、チャンネルチューブ４９の基端部は、処置具挿入口３１に連通している。本実施
形態において、処置具挿通チャンネル３０は、処置具挿入口３１、チャンネルチューブ４
９、先端部材貫通孔４０ｈ、小径孔３４、及びカバー貫通孔２５ｈによって構成される。
【００３４】
　また、内視鏡１０の挿入部１１内及び操作部１２内にはチャンネルチューブ４９の他、
ライトガイドファイバー束、各種信号を伝送する信号ケーブル、送気チューブ、送水チュ
ーブ等の内視鏡内蔵物が複数、挿通されている。
【００３５】
　ここで、図４及び図５を参照して上述のように構成した処置具挿通チャンネル３０を備
える内視鏡１０の作用を説明する。　
　術者は、操作部１７を把持する手の親指で上下用ノブ１８を操作して、例えば図４に示
す直線状態の湾曲部１５をチャンネルチューブ４９が配置されている図中下側とは逆方向
の上方向に湾曲させていく。すると、上下用ノブ１８の回転に伴って上用の湾曲ワイヤー
が牽引されて湾曲部１５が連結管２６側から湾曲していく。
【００３６】
　術者が継続して上下用ノブ１８を操作し続けることにより、湾曲部１５は、図中の矢印
Ｙ４Ａに示す第１湾曲状態、矢印Ｙ４Ｂに示す第２湾曲状態、矢印Ｙ４Ｃに示す第３湾曲
状態、矢印Ｙ４Ｄに示す最大湾曲状態のように湾曲していく。
【００３７】
　この湾曲動作中、チャンネルチューブ４９は、湾曲部１５の湾曲角度が大きくなるにし
たがって徐々に引っ張られていく。そして、チャンネルチューブ４９にかかる引張力が、
Ｏリング４８がチャンネル先端部材４０の先端管部４１を押圧保持する押圧力より大きく
なると、矢印Ｙ４Ｅ（図５では矢印Ｙ５Ａ）に示すようにチャンネル先端部材４０が基端
方向に移動される。　
　この結果、チャンネルチューブ４９にかかる引張力が解消されて、チャンネルチューブ
４９から発生する反力を受けることなく、上下用ノブ１８の湾曲操作をスムーズに行える
。
【００３８】
　一方、上下用ノブ１８を操作して湾曲部１５を下方向に湾曲させた場合、チャンネルチ
ューブ４９は、湾曲部１５の湾曲に伴って徐々に圧縮されていく。そして、チャンネルチ
ューブ４９にかかる圧縮力が、上述したＯリング４８の押圧力より大きくなると、図５の
矢印Ｙ５Ｂに示すようにチャンネル先端部材４０が先端方向に移動される。この結果、チ
ャンネルチューブ４９にかかる圧縮力が解消されて、チャンネルチューブ４９から発生す
る反力を受けることなく、上下用ノブ１８の操作をスムーズに行える。
【００３９】
　このように、チャンネルチューブ４９の先端部を先端構成部材２４に対して摺動自在に
構成したチャンネル先端部材４０に固定したことによって、術者は、手指にかかる負荷が
増大することを感じることなく湾曲操作装置１７の操作を最大湾曲状態に至るまで継続し
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【００４０】
　また、湾曲部１５を湾曲動作させた際、チャンネルチューブ４９にかかる引張力および
圧縮力がチャンネル先端部材４０の移動によって解消されることによって、チューブ自体
にかかる負荷が減少されてチャンネルチューブ４９の耐久性の向上を図ることができる。
【００４１】
　さらに、湾曲部１５を湾曲操作しつつ、挿入部１１を例えば大腸深部に挿入する際等、
先端構成部材２４に対して摺動自在なチャンネル先端部材４０が長手軸回りに回転するこ
とによって、チャンネルチューブ４９の捩れを吸収して操作性の向上を図ることができる
。
【００４２】
　なお、上述した実施形態においては、小径孔３４の内周面に１つのＯリング４８を設け
る構成としている。しかし、図６、図７に示すようにＯリング４８を２つ以上設ける構成
であってもよい。　
　この構成において、凸部４２の基端側端面４２ｂが底面５１ｂに当接したとき、先端面
４０ｆは、最も大径孔３３側に配置された第１Ｏリング４８ａより先端側の小径孔３４内
に位置する。
【００４３】
　また、上述の実施形態においては、小径孔３４の内周面にＯリング４８、４８ａ、４８
ｂを設ける構成としている。しかし、Ｏリング４８、４８ａ、４８ｂを、チャンネル先端
部材４０を構成する先端管部４１の外周面に形成した周溝（不図示）設けるようにしても
よい。　
　この構成において、凸部４２の基端側端面４２ｂが底面５１ｂに当接したとき、最も先
端面４０ｆ側に配置されているＯリングが小径孔３４内に位置する。
【００４４】
 尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【００４５】
１…湾曲部　２…チャンネルチューブ　３…湾曲駒　３ｅ…基端湾曲駒　
３ｆ…先端湾曲駒　４…湾曲部組　５…連結管　６…先端構成部材　
７…チューブ連結口金　１０…内視鏡　１１…挿入部　１２…操作部
１３…ユニバーサルケーブル　１４…先端部　１５…湾曲部　１５ａ…湾曲駒　
１５ｆ…先端湾曲駒　１５ｇ…湾曲ゴム　１５ｐ…ピン
１５ｓ…湾曲ワイヤー固定部　１５ｗ…湾曲ワイヤー　１６…可撓管部
１７…湾曲操作装置　１８…上下用ノブ　１９…左右用ノブ　２１…スイッチ
２２…送気送水ボタン　２３…吸引ボタン　２４…先端構成部材　２５…先端カバー
２５ｈ…カバー貫通孔　３０…処置具挿通チャンネル　
３１…処置具挿入口　３２…処置具挿通チャンネル用貫通孔　３３…大径孔　
３３ｂ…段差面　３４…小径孔　３４ｇ…周溝　４０…チャンネル先端部材
４０ｅ…基端面　４０ｆ…先端面　４０ｈ…先端部材貫通孔　４１…先端管部
４２…凸部　４２ａ…先端側端面　４２ｂ…基端側端面　４３…基端管部
４４…抜け止め部　４８、４８ａ、４８ｂ…Ｏリング　４９…チャンネルチューブ
５０…規制部材　５１…内部空間　５１ｂ…底面　５１ｍ…開口　５２…保持孔
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